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特定疾病にかかる診断基準について

介護保険制度において、40歳以上 65歳未満の第２号被保険者が要介護認定を

受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、政令

（平成 10年政令第 412 号）で定める 15の疾病（特定疾病）によることが要件と

されているところである。

特定疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づき、市町村等

に置かれる介護認定審査会が確認を行う。

本診断基準は、主治医意見書の記載にあたって、当該申請者が特定疾病に該

当するかどうかについての基準を示したものである。

　ここで示した基準は、特定疾患に該当するものについては、その基準を活用

することとし、その他の疾患についても学会等で作成され専門家の評価を得て

いるものを利用している。

第２号被保険者に関する意見書記載にあたっては、本診断基準を参照して主

治医意見書の「１．傷病に関する意見　（１）診断名　１．」欄に、介護を要

する障害等の直接の原因となっている特疾病名、また「（４）障害の直接の原

因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容 」に診断上の根拠とな

る主な所見について記入されたい。

　なお、意見書記載にあたっては、必ずしも、新たに診察・検査等を行う必要

はなく、過去の診療録等を参考に記載することで差し支えないことを申し添え

る。


